
請求書の提出

専門部会
（３名の地方労災医員）

主治医

専門医
（地方労災医員等）

業務上外の決定

意見聴取

回答

専門医又は労働基準監督
署長が高度な医学的検討
が必要と判断した事案

（発病の有無、悪化、新た
な発病、心理的負荷の強
度、個体側要因等）

労働基準監督署において
調査・判断のまとめを作成

・ 発病の有無、疾患名
・ 発病の時期

・ 業務による心理的負荷の有無とその
強度の評価

・ 業務以外の心理的負荷及び個体側
要因の有無等

専門家の意見の聴取・判断の流れ

業務による心理的負荷に
係る認定事実の評価が明
確に「強」であって、業務
以外の心理的負荷や個
体側要因に顕著なものは
認められない事案

① 対象疾病の治療歴がない
自殺事案
② 業務による心理的負荷に係
る認定事実の評価が「強」に
該当しない（「中」又は「弱」で
ある）事案
③ 業務による心理的負荷に係
る認定事実の評価が「強」に
該当するか判断し難い事案
④ 労働基準監督署長が主治
医意見に補足が必要と判断し
た事案
（悪化、新たな発病、個体側要
因等が顕著か否か不明等）

部会協議は
不要との判断

部会協議が
必要との判断

診断内容
・ 発病の有無、疾患名
・ 発病の時期及びその原因 等

意見聴取

回答

法律専門家

※事実認定方法や関係法令の
内容等につき助言が必要な場合

別紙４
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